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(

会
議
の
招
集)

第
一
条

会
長
は
、
中
央
環
境
審
議
会(

以
下｢

審
議
会｣

と
い
う
。)

の
総
会
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
期
日
、
場
所
及
び
議
案
を
、
委
員
及
び
議
案
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

(

会
長
）

第
二
条

会
長
は
、
議
長
と
し
て
、
総
会
の
議
事
を
整
理
す
る
。

、

、

、

、

。

２

会
長
は

す
べ
て
の
部
会

小
委
員
会

専
門
委
員
会
に
出
席
し

意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る

(

専
門
委
員
）

第
三
条

専
門
委
員
は
、
会
長
の
承
認
を
得
て
、
総
会
に
出
席
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

部
会
）

第
四
条

審
議
会
に
、
次
に
掲
げ
る
十
三
部
会
を
置
く
。

一

総
合
政
策
部
会

二

廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
部
会

三

循
環
型
社
会
計
画
部
会

四

環
境
保
健
部
会

五

地
球
環
境
部
会

六

大
気
環
境
部
会

七

騒
音
振
動
部
会

八

水
環
境
部
会

九

土
壌
農
薬
部
会

十

瀬
戸
内
海
部
会

十
一

自
然
環
境
部
会

十
二

野
生
生
物
部
会

十
三

動
物
愛
護
部
会

２

部
会
の
所
掌
事
務
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３

会
長
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
二
以
上
の
部
会
の
所
掌
に
係
る
議
案
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る

た
め
、
二
以
上
の
部
会
の
合
同
の
部
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

諮
問
の
付
議)

第
五
条

会
長
は
、
環
境
大
臣
又
は
関
係
大
臣
の
諮
問
を
適
当
な
部
会(

前
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規

定
す
る
部
会
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
に
付
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。

(

部
会
の
決
議
）

第
六
条

部
会
の
決
議
は
、
会
長
の
同
意
を
得
て
審
議
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

会
長
は
、
一
の
部
会
の
決
議
を
他
の
部
会
の
審
議
に
付
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該

決
議
に
係
る
案
件
を
当
該
他
の
部
会
に
付
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

会
長
は
、
第
一
項
の
同
意
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
同
意
に
係
る
決
議
を
総
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
総
会
に
お
い
て
報
告
を
要
し
な
い
旨
の
決
議
を
経
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で



は
な
い
。

（
準
用
規
定
）

第
七
条

第
一
条
か
ら
第
三
条
（
第
二
条
第
二
項
を
除
く

）
ま
で
の
規
定
は
、
部
会
に
準
用
す
る
。
こ

。

の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中｢

会
長｣

と
あ
る
の
は｢

部
会
長｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
小
委
員
会
）

第
八
条

部
会
は
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
小
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

小
委
員
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
又
は
専
門
委
員
は
、
部
会
長
が
指
名
す
る
。

３

小
委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
部
会
長
の
指
名
に
よ
り
、
こ
れ
を
定
め
る
。

４

小
委
員
会
の
決
議
は
、
部
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
長
の
同
意
を
得
て
部
会
の
決
議
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
一
条
及
び
第
二
条
第
一
項
並
び
に
中
央
環
境
審
議
会
令
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、

小
委
員
会
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
会
長
」
と
あ
る
の
は
「
小
委
員

長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(

専
門
委
員
会
）

第
九
条

部
会
は
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
専
門
の
事
項
を
調
査
す
る
た
め
、
専

門
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

専
門
委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
部
会
長
の
指
名
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

(

会
議
録)

第
十
条

総
会
、
部
会
、
小
委
員
会
及
び
専
門
委
員
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
会
議
の
概
要
を
記
載
し
た

会
議
録
を
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

雑
則
）

、

、

第
十
一
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か

総
会
の
運
営
そ
の
他
審
議
会
の
運
営
に
必
要
な
事
項
は

会
長
が
定
め
る
。

２

部
会
の
運
営
に
必
要
な
事
項
は
、
部
会
長
が
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
一
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。



別
表

部

会

名

所

掌

事

務

総
合
政
策
部
会

一

環
境
基
本
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

二

環
境
の
保
全
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
部
会

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

。
）

廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
部
会

廃
棄
物
処
理
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る

こ
と
。

循
環
型
社
会
計
画
部
会

循
環
型
社
会
形
成
推
進
基
本
法
の
規
定
に
基
づ
く
循
環
型
社
会
形
成

推
進
基
本
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

環
境
保
健
部
会

一

公
害
に
係
る
健
康
被
害
の
補
償
及
び
予
防
に
係
る
重
要
な
事
項

に
関
す
る
こ
と
。

二

化
学
物
質
対
策
そ
の
他
環
境
保
健
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す

る
こ
と
。

地
球
環
境
部
会

地
球
環
境
の
保
全
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

大
気
環
境
部
会

一

大
気
環
境
の
保
全
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

二

交
通
環
境
対
策
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

三

悪
臭
防
止
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

騒
音
振
動
部
会

一

騒
音
防
止
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

二

振
動
防
止
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

水
環
境
部
会

一

水
環
境
の
保
全
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

二

地
盤
環
境
の
保
全
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

土
壌
農
薬
部
会

一

土
壌
環
境
の
保
全
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

二

農
薬
に
よ
る
環
境
汚
染
の
防
止
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る

こ
と
。

瀬
戸
内
海
部
会

瀬
戸
内
海
の
環
境
の
保
全
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

自
然
環
境
部
会

一

自
然
環
境
の
保
全
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

二

自
然
公
園
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

野
生
生
物
部
会

野
生
生
物
の
保
護
及
び
狩
猟
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

動
物
愛
護
部
会

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
係
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。


